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１ 災害事例と危険予知活動

２ 熱中症予防対策

３ お知らせ



１ 災害事例と危険予知活動



災害事例

※５層目で作業中、妻側から墜落、３層目
の床へ墜落した後、地上まで墜落。

足場の組立て作業中、妻側の端から墜落した。
被災者：男性、47歳 傷病名：脳挫傷ほか



災害事例

ドラグ・ショベルで荷を吊り旋回したところ横転した。



災害発生のモデル
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危険源 人

危険状態 リスクの発生

回避

危険事象発生

回避 失敗

急迫した状況

ヒヤリ・
ハット、
ニアミス

危害発生
（死亡、負傷又は疾病）

安全方策の
不足、不適切、故障（不具合）

災害発生のメカニズム
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ハインリッヒの法則



危険予知活動とは

作業を始める前に、その作業に「どんな危険
が潜んでいるか」を話し合い（危険を共有）、
「これは危ないなぁ」と危険のポイントを合意
し、対策を決め、目標を立て、一人ひとりが作
業の中で実践する。さらに、作業の要所要所で
指差し呼称を行って安全を確認する。



ＫＹ活動

敷鉄板の集積作業を行っています。どんな危険があるでしょうか？



ＫＹ活動

ブロックの裏込め作業を行っています。どんな危険があるでしょうか？





２ 熱中症予防対策



STOP！熱中症
クールワークキャンペーン

実施期間：令和７年５月１日から９月３０日まで

（準備期間４月、重点取組期間７月）
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STOP!熱中症 クールワークキャンペーン

～熱中症予防対策～

令和６年の全国の熱中症の発生状況をみると、休業４日以上の死傷者

1195人、うち死亡者30人。

死傷者数のうち全体の約４割が建設業と製造業。

重点事項

１ WBGT値を把握とその値に応じた熱中

症予防対策を講じる

２ 熱中症の恐れのある労働者を早期に

見つけ、身体冷却や医療機関への搬送

等適切な措置ができる体制整備を行う

３ 糖尿病、高血圧症など発症に影響を

及ぼす恐れのある疾病を有するものに

対して医師の意見を踏まえた配慮を行う

意識障害・けいれん・手
足の運動障害、高体温

頭痛・不快・吐き気・嘔
吐・倦怠感・虚脱感
集中力・判断力の低下

めまい・失神、筋肉痛・
硬直、大量の発汗

熱中症の症状と分類

Ⅲ
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Ⅱ

度

Ⅰ

度



STOP!熱中症 クールワークキャンペーン

～熱中症予防対策～
実施事項
・暑さ指数の把握と低減措置（設備対策）
・休憩場所の整備
・作業時間の短縮
・プレクーリング
・水分・塩分の摂取
・暑熱順化
・健康診断結果に基づく対応
・日常の健康管理
・作業中の労働者の健康状態の確認
・異常時の対応



熱中症予防対策（災害分析）



職場における熱中症予防対策の強化

～労働安全衛生規則の改正～

対象は「WBGT値28度以上又は気温31度
以上の環境下で連続1時間以上又は1日4
時間を超えて実施」が見込まれる作業

①「熱中症の自覚のある作業者」や「熱中
症の恐れがある作業者を見つけた者」
が報告するための体制整備

②熱中症の恐れがある労働者を把握した
場合に迅速に判断できるよう
・緊急連絡網、緊急搬送先
・作業離脱、身体冷却、医療機関へ
の搬送等重篤化を防止するために
必要な手順の作成

③上記①、②についての関係者への周知



職場における熱中症予防対策の強化

～労働安全衛生規則の改正～



３ お知らせ



「アクションZERO」 ～長崎ゼロ災６か月運動～

「アクションZERO 長崎ゼロ災運動」は
今年で第11回目を迎えます。

⚫運動期間：７月１日 ～ 12月31日

⚫目標の設定

① 全体目標 ⇒「休業災害ゼロ」

 （加えて）

② 業種ごとに選択目標（1つ以上）

⚫申込期間： 10月31日まで

７月１日以降でも随時参加（10/31まで）
頂けます。7月1日以降に参加申込をされた場
合でも、運動期間は7/1～12/31の６か月の無
災害を目標として下さい。

なお、建設現場の場合には、工事期間が６
か月（７/１～12/31）に満たない場合でも、
運動期間中に１か月以上の工期がある元請工
事で参加頂けます。 



石綿障害予防規則の改正

現在、建築物の解体、改修において、事
前調査を行う者は、

「建築物石綿含有建材調査者」講
習を修了する必要があります。

令和8年1月1日以降着工の工事より

一部の工作物の事前調査において、

「工作物石綿事前調査者」講習を修
了することが必要となります。



高度安全機械等導入支援補助金

車両系建設機械等に取り付ける高度な安全
性能を有する特定の安全装置を取り付ける中
小事業者に対する補助金

補助対象機械と安全装置

①積載型トラッククレーン

つり上げ荷重３ｔ未満のもので過負荷防止
装置（警告を発し停止機能を有するもの）を
取り付けるもの

②油圧ショベル、ホイールローダー、締固め
用機械（令和7年度より追加）

近接センサー（動作の停止・減速を伴う）

監視モニター（複数カメラを有する）

金額

安全装置１機あたり金額の1/2を補助

（上限金額あり）



ご清聴ありがとうございました。
ご安全に！
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